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という調査結果からも，展示圃の審極的な運用を図る　　質新品種，トヨニシキの普及を目ざし初年度において

などして品質対策を進めてゆくことが肝要である。　19％の作付をみている。

（附記）秋田県では昭和45年度から，中晩生の良

複合経営地帯における人力田植機の意義

永　石　正　春　・　渡　辺　正　孝

（福島県鳥試）

1．　は　じ　め　に

福島県における田植機の普及は，　44年には約

400台に達し，45年では動力田植椀759台，人力田

植機582台で，総数　t121台を数えることができる。

このように，45年において田植機は急増し，しかも

動力田植機の普及が著しく，この傾向は今後も続くも

のと思われる。

一方，人力田植綾は阿武隅山系のたばこ作地帯を中

心に，普及年次も41年ころ■と早く着実に増加を示し

てきている。

本研究は．阿武隅山系地帯の典型とみられる笹山地

区（三春町，船引町）と石森地区（船引町）を対象地

区とし，カソリク人力田植機を利用している10戸の

農家の実態調査をもとに，人力田植機の経営に果たす

機能を明らかにしなから，意義と定着性について検討

を加えた。

2．　調査地区の概況

調査地区の水田は，県道や村道に沿って開け，さら

に山間に棚田状に伸び小区画のものが多い（第5衰）。

その上，水利条件にも恵まれず，用水は天水や湧水に

たよっているのがほとんであり，湿田も多く，概して

石森地区が笹山地区に比威して水利条件は劣っている。

畑は，丘陵に緩傾斜となって伸び，たばこや桑が栽

植されているが，桑は急傾斜地にも裁縫され，一部に

はテラス型桑園もみられる。以上のように耕地条件には

恵まれていない。

水田化率は，両地とも約40％であり，平均耕地面

積は110a前後となっている。農業規金収入は，たば

こと養蚕に依存し，主たる経営類型は「水稲＋たばこ

＋養蚕」の複合経営である。

与．　調査農家の経営概況

調査農家の経営概況は第1表のとおりである。

耕地両校は平均で180a，うち水田面積が87aで

調査地区の中では耕地規模の大きな膚に属している。

家族労働力は基幹労働力2人，補助労働力として1～

2人の老人がいるのが一般的な形となっている。主要

な農機具の所有状況は第1表のとおりであり，大部分

の農家では駆動型とけん引型の耕転換2台を所有し，

さらに，たばこ用の′J、型管理作業機を所有している兵

家もかなり多い。

経営方式についてみると，両地区とも「水稲＋たばこ

＋養蚕」の複合経営であり，養蚕の掃立規模は笹山地区

が大きく，たはこ作規模は石森地区がわーすかに大きい。
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第1表　　調査兵家経営概況

　 項 目

地 農 家

家 族 人 数

労 働 力 （ベ
耕 地 面 酷 （a）

た作

は面

養 蚕 掃 立 量　（箱 ）
所　 有　 農　 機　 具 （台 ）

家 専

従

補

助

水

田

畑

桑

園

計

春

蚕

晩

計

耕 テ 田 水 脱 原

　 番 号

区
族

数

こ敢

（a ）

秋

蚕

転

機

イ

1

ラ

植

機

揚

ボ

ン■

プ

穀

枚

動

機

笹

山

1 7 2 1 8　0 5　0 9　0 2 2 0 5　8 1 4 9 2　5 2 1 1 0 1 1

2 ‘ 2 1 7　2 5　5 8　0 1 8 7 5　5 1 2 8 2 〔】 2 1 1 1 1 0

5 5 5 2 5　2 4　0 7　9 1 7 1 4　0 7 9 1 8 1 1 1 1 1 0

4 7 2 1 7　0 5　0 5　0 1 7 D 4　5 7 7 1 4 ロ 2 1 0 1 0

5 7 2 1 d　D 5　2 5　0 1 d 2 4　5 1 0 1 8 2　6 2 1 1 0 1 0

平　　　 均 占．4 2．2 1．2 8 8．8 4 5．4 占え8 18 2．0 4 0．占 1 0．0 9．8 1 9．8 1．4 1．2 1．0 0．4 1．8 m　2

石

森

1 8 2 2 7　0 d　O 8　5 1 9 5 5　d 5．5 a　5 1 4 2 1 1 0 1 1

2 d 2 1 占　7 7　0 5　0 1 8 7 4　d 4 8．5 1 8．5 2 0 1 ％ 1 1

5 7 2 1 8　0 5　2 5　5 1 8 7 5　0 4 占 1 D 2 0 1 0 1 1

4 5 2 0 5　5 5　0 5 1 1 5 6 4　2 4 4 8 2 0 1 0 1 1

5 7 2 1 占　う 5　0 4　0 1 5 5 5　6 1．5 2 5．5 1 1 1 ㌧ ％ 0

平　　　 均 ‘．‘ 2．0 1．0 占え0 5 占．4 5 2．2 17 5．° 4 占．0 5．8 5．4 9．2 1．8 n　4 1．0 n　2 n　8 n 8

稔　 平　 均 占．5 2．1 1．1 6 8．9 5 0．9 d 1．0 17 8．8 4 5．5 丘 9 Z　d 1 4 5 t　d n 8 1．0 n S 0．9 n　5

4．田植横の利用実態

1．青　首

青首には，たばこ乾燥ハウスが利用され，床土乾操

から硬化までの各作業は′、ウス内で行なわれている。

発芽はハウス内にJヒッ■トされた青首器（カソりユウ‘

E－A型，育苗箱58箱収納）を利用し（発芽日数2

～5日），緑化および硬化はハウス内に床を作り青首

している。

一部には線化期間にビニールトソネルで二重被覆し

ている農家もみうけられる。

青首作業は，発芽終期までは補助労働を含めた5人

で行なっているが，緑化からの保温，換気，濯水など

の管理作業はたばこ育苗と併列的に行なわれ，主とし

て祷助労働者が担当している。

育苗は，2回に分けて行なっている農家が大部分で

あり，5回行なっている農家も2戸ほどある。

播種時期は，笹山地区においては4月上旬から15

日ころまで，石森地区では4月20日から4月末ころ

までであり，田植時期はそれぞれ5月10～15日こ

ろ，5月18～25日ころとなっており，育苗日数は

25～50日とかなり長くなっている。

育苗労働は，1D a当り約12時間を要し，慣行の

畑苗代に比べて約2時間程度作業時間は多くなってい

るが，床土準備から土語作業までの各作業は作業時期

の分散が可能であり，降雨などにも左右されずに行な

われるし，夜間作業も可能であるなどの理由から，作

業遂行の面では相対的に有利であるといえよう。

2．田植機の利用

第2表　田植機利用面斎

警 農 家 番書 目
水 田面 敢

田 植 機

利用 面 暦
利 用　 率

（a ） （a ） （％ ）

笹

山

1 8　0 8　0 7 5

2 7　2 7　2 1 0 0

5 5　2 5　2 1 0 0

4 7　0 7　0 1 0 0

5 8　0 d　O 1 0 0

平　　　　　 均 占8．8 d 2．8 9 5．0

1 7　0 5　0 7 1

石
2 占　7 占　5 9 7

5 8　0 8　0 1 0 0

森
4 5　5 4　占 8 4

5 6　5 5　7 5 9

平　　　　　 均 d Z 0 5 5．占 8 2．2

総　　 平　　 均 8 8．9 5 9．2 8 8．8
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第5表　水田区画の大きさと割合

区画の大 きさ ～ 1　a． 1～ 2　a 2 ～ 5　a 5 ′－′5　a． 5 ～ 7　a 7 ～1D a 10　a　～ 計

比　　 率 2 2 ％ 1 9 ％ 2 2 ％ 2 4 ％ 8 ％ 4 ％ 1 ％ 1 0 0 ％

第2表によれは全面墳機械伍を行なっている農家

は，笹山地区で4戸，石森地区で1戸の計5戸となっ

ている。平均利用面積割合では雀山地区が95％であ

り石森地区は85％となっている。

田植機の全面積利用を阻害している要因は，小区画，

水不足，湿田で代かき後，相当な日数をおいても耕土

がおちつかないなどがあげられ，特に，石森地区は水

利条件が劣っているため前記のとおり利用面酷は低く

なっている。

人力田植機の作業能率は，1日約20a前後であり，

田植目数は手槍を含めて4～5日を要し，従来の雇用

を中心とした手位による作業日数に比べ1～2日長く

なっている。

5．田植機利用の効果

田植機の導入目的は，（D雇用労賃の上昇と雇用労働

確保の困難性，②増収に対する期待があげられるが，

第4表　田植機導入前の田植雇用労働

増収効果は田植後の除草や水管理などの管理作業が耕

地条件の劣悪なため息うにまかせず，さらに，水稲技

術の低さが田植機利用による株数増加などの増収要因

を十分に発現できず慣行の収量水準（440Eg）にとど

まっている。しかし，一部の農家では若干の増収が認

められる。

人力田植機の若干の経済性についてみれば，青首器，

おりこみ軌　田植機の年間固定袈（償却費のみ）が

20．dOD円，108．当りの流動費（労働費は除く）

1070円程度であり，調査農家の平均水田親槙を約

7D aとして必要経費を試算すれば28．090円となる。

雇用労賃との代替関係から採算基準を求めると現行の

労賃水準1日1，500円で評価すれば19人がその分肢

点となる。

第4表に示すように田植機導入前の田植雇用労相

は，平均15人であり，雇用労働排除からみた田植機

（人）

地　 区　 名 笹　　　　　　　　 山 石　　　　　　　 森
平　 均

農　 家　 番　 号 1 2 5 4 5 1 2 5 4 5

田 植 機 導 入 前 の

田 植 雇 用 労 働
1 5 1 5 2 　 0 1 5 2 　 0 1 2 1 5 1 0 1 0 2 　 0 1 5 ．2

注．現在は田植雇用労働はない。

の直接的経済効果は現行の雇用労賃水準では大きいと

ほ考えられない。しかし，雇用労働確保のための精神

的負担や無雑性からの解放などの効果を調査農家では

強調している。

以上のように，田植税導入による増収効果および経

済的効果はさほど大きいとは考えられないが，農繁期

における田植機の果たす経営的機能は高く評価されな

ければならない。

農繁期としてピークを形成するのは第1図のとおり

である。個々の農家の水稲，たばこおよび養蚕の規模

によって若干の相異はあるが．最も多労であるのはた

ばこ定植と田植作業の5月上旬～下旬である。

田植機の利用と関連する5月の各作業の配列および

田植扱利用の効果についてみると，作業の配列は，基

本型として第2図に示したとおり，A型とB型に大別

できる。

いずれの型の農家でも，この時期の作業配列はたは

こ定植作業（5月10日～15日）を中心に決定され，

両型の差は水田面積の多少に関係し，水田面積の多い

農家では田植作業の分散が行なわれA型の作業配列を

とっている。これらの作業配列は，田植機の導入以

前，以後にかかわらず現象的には同じである。それは，

たばこの適期作業を遂行するため手樽による田植作業

の場合でも雇用労働を導入し短期間に田植を終了して

いたことによる。このことは，人力田植綾の利用によ

る省力化が作業配列を単純化するまでいたらず，前述

したように田植作業日数を短縮することができず雇用

労働排除という形で機能しているためと思われるが，
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月 4 5 d 7 8 9 1 0

旬 上 中 下

l 】

上 中 下

l i

上 中 下

l l

上 中 下

l l

上 中 下

l l

上 中 下

l 】

上 中 下

l i

水　　　 稲 】代かき，田値l 直＝ ］ 匝⊂圃

た　ば　 こ 直＝画 座臥 培土i 収　 昏l
l

圏

養　　　 蚕 国 匡函

繁 忙順位 1 5 2 4

第1図　農繁期の形成時期と作業名

注．農繁期の繁忙順位は調査の結果である。

　 月

塾 作 目　 旬

5　 月

上　　　 旬　　　　 ～　　　 下　　　 旬

A

型

水　　　 稲

　　　　　　　 l

／ 讐 ぎ太字 ’警 2 人苧＼ ／ l苧諾 l

た　 ば　 こ

斗定植準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定　 植

（5人 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （5 人）

B

型

水　　　 稲
代 か　 き　　　 〉　田　　 植

／／ノ （2 人）　　 （2 人 ）

た　 ば　 こ

定 植準備　　　　　　　　　 匡ゝ 運 】

（5人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （5 人）

第2図　田植とたばこ定植時の作業配列

注．（）の人員は作業人数

作業の計画を決定する上で重要な意義を有している。

すなわち，作業の計画を決定する上でたばこ定植作業

が中心になるが，手値による田植作業の場合には雇用

労働に依存しなけれはならず，現在のように雇用労働

が逼迫している中では，田植期日は雇用労働に規制さ

れ，若しくは，田植を予定した期日に行なうとすれば

雇用労働確保に大きな努力を払わなければならない。

これらの理由から，田植作業がたばこ定植作業と同様

に作業計画と作業遂行上重要な位置を占めていて，た

ばこ定植の適期作業を逸する危険性もあった。

以上　たばこ定植と田植作業との競合，田植日の決

定と雇用労働力の確保の問題が田植機を利用すること

によって，自家労働力2人で田値作業をたばこ定植作

業の前後に流動的に配置することが可能となり，たは

こ定植の適期作業の遂行と自家労働力による投下労働

のピークの平準化ができるようになった。

このように，作業配列はたばこ定植作業を中心に田

憶作業を従的な作業として位置づけることができるよ

うになったことは，経営的意義として評価しなければ

ならない。特に，石森地区のように水利条件に恵まれ

ない地区においては，あらかじめ田植日の設定が水利

条件（水不足によって代かきが計画的に行なわれない）

によって決定できないため，雇用労働の導入はさらに

困難であったが，田植機利用によって田植を流動的に

行なうことが可能となり，その経営的効果は著しく高

い。
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5．　む　　す　　び

人力田植機利用の意義は，調査地区のように複合経

営で，しかも水田規模の小さな場合には，田植機とい

う資本財の新たな投資からみれば雇用労働排除という

直接的経済効果は大きくないが，作業に計画性をもた

せうること，さらに自家労働力で各作業が適期に行な

われるという経営的効果は経済的効果以上に大きいこ

とを指摘した。

以上のことから，人力田植機が経営の合理化に果た

す機首削ま大きく，それだけ定着性が高くなっている。

しかし，本質的に同じ機能をもつ動力田植機につい

ては，阿武隅山系のように山間複合経営地帯において

′ト区画，棚田，農道の未整備など人力田植機に比べ動

力田植機の適応条件は悉く，効率の高い利用は期待で

きない。また，経済的に資本投下が大きく個別利用で

は費用負担の増大をもたらすこと，自然的条件および

経営的条件から集団利用をはかることは困難であると

考えられることなどから，動力田植機よりも人力田植

機の利用が経営的にみて好ましいと考えられる。

水田地帯農家の家事作業の実態

家事時間と家事分担

佐　藤　チ　セ

（東北負　託）

1．　ま　え　が　き

生産と生活が未分離な状態にある規実の農家では，

生産が常に優先し，家事は二次的にならざるを得也、。

すなわち，まず農業労働が合理化され，しかる後に

家事生活の向上がほかられる。

ところで，農業生産では機械の導入ならびに栽培技

術の進歩により，労働の合理化が著しく進行している。

一方，消費生酒も向上し，東北の1戸当り農家所得

（名目）は10年前に比載し，約2・9倍，家計支出は

2．6倍に上昇し，また耐久消費財の導入も著しく伸び

ている。しかし，農家所得に占める農外所得の割合

は，東北では45年度40％にたっしている。これは

全国平均より若干低いが，東北でも農外所得への依存

をますます強めている。

このような消費支出の伸びを支えるために，また一

方農業機枕，施設などへの支出補填のために，最近主軌

嬢の出稼ぎ，日雇が増加し，また安い労働力を求めて

農村地帯に進出する工場がふえ，農閑期には若妻たち

がこれらの工場へパーートタイマーとして通勤するもの

が増加している。農業生産は省力化されても，婦人の

余剰時間，農閑期の休養時間は家事の充実には向けら

れず，兼業に向けられている現状にある。したがって，

農家の家事は農作業との関連でどう行なわれているの

であろうか，というのがここでの課題である。

この報告は昭和41年から45年にわたって，岩手

県農試経営部などと共同で行なった「水田単作地帯に

おける農家労働の合理化に関する研究」の一部をなす

ものである。岩手県胆沢町南都田の農家14戸を対象

として，耕起，田植，水田除草，夏期農閑期，稲刈，

脱穀，冬期農閑期の7回にわたって，家族全員の生酒

時間を中心に，農業，生酒全般にわたる調査を行なっ

た。

2．家事時間を規制する要因

一口に家事といっても，その内容は炊事，掃除，育

児など種々な作業から構成されていることはいうまで

もない。しかも毎日しなければならないもの，隔日に

してよいもの，また裁縫のようにある時期にまとめて

してよいものなどが含まれていて，作業のしかたもそ

れぞれに異なっている。婦人の農業労働時間との関係

で，これらを含めた家事時間とをみると（第1囲）両

者の間にかなりの相関（r＝‾858）があることが確認

される。このことは農家の家事時間は農業労働に大き


